
新型コロナウイルス感染症で影響を受けられている事業主のみなさまへ 

 

吉備中央町新型コロナウイルス感染症対策 

小規模事業者光熱費助成制度について 

 
吉備中央町では、新型コロナウイルス感染症の影響により、エネルギー等の物価高騰の影響を受け

ている町内の事業者に対して、その事業に係る電気料金について助成します。 

対 象 者 

【①と②の要件すべてを満たす方】 

①町内に主たる事業所を置く中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第 2 条に定

められた法人（第三セクターは除く。）及び個人事業主。 

②新型コロナウイルス感染症の影響により、エネルギー等の物価高騰の影響を受けて

いる町内の事業者（下記の比較対象月のア・イ・ウのいずれかにより、5 パーセン

ト以上減収した事業者） 

比 較 対 象 月 

 

【事業を継続されている方】 

ア 令和 2年 1月から令和 4年 9月までのいずれかの月の売上総額と、 

平成 31年 1月から令和元年 12月までの同月の売上総額を比較 

【事業を拡大された方】 

イ 令和 2年 1月 1日以降に事業を拡大等したことにより、平成 31年（令和元年）

との比較が適当でないときは、平成 31年 1月から令和元年 12月までの月平均売

上総額と令和 2年 1月から令和 4年 9月までのいずれかの月の売上総額を比較 

【新規に事業を開始された方】 

ウ 令和 2年 1月 1日以降に事業を開始したときは、事業開始後 6か月間の平均売

上と事業開始 7ヵ月以降から令和 4年 9月までのいずれかの月の売上総額を比較 

助 成 額 
令和 4年 10月、11月、12月に使用した事業に係る電気料金の全額 

（ただし、一事業者あたり月額 30,000円を上限とする） 

申 請 書 類 

〇新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者光熱費助成金交付申請書（様式第 1号） 

〇新型コロナウイルス感染症対策小規模事業者光熱費助成金交付請求書（様式第 3号） 

〇添付書類 

 ・電気料金の支払額が証明できる書類の写し 

・振込口座の通帳の写し 

・売り上げの減少が証明できる書類の写し（下記表参照） 

持続化給付金交付決定通知書 売上激減事業者助成金交付決定通知書(町) 

セーフティネット保証認定書(第 4号) 事業者支援給付金事業交付決定通知書(町) 

青色申告決算書 収支内訳書 など 
 

申 請 期 間 令和 5年 1月 4日（水） から 令和 5年 2月 28日（火） 

提 出 先 吉備中央町商工会 （吉備中央町豊野 1-1） 

お問い合わせ先 
吉備中央町商工会        （吉備中央町豊野 1-1）TEL 0866-54-1062  

吉備中央町 協働推進課 商工観光班(吉備中央町豊野 1-2) TEL 0866-54-1301  

＊申請書類は、吉備中央町公式ホームページよりダウンロードできます。 


